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重要ポイント 

• IFRS 第 16 号は、2019 年 1 月 1 日以降開始する事業年度から適用される。 

• IFRS 第 16 号により新たな表示及び開示規定が定められ、開示量は大幅に増加している。

そのため、これらの定めの適用に向けた検討をする必要がある。 

• 新たな表示と開示に対応する必要なデータを収集するため、そのプロセス、内部統制及びシ

ステムに修正が求められる可能性が高い。 
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1. 概要 

国際会計基準審議会（IASB）は、2016 年に IFRS 第 16 号「リース」（IFRS 第 16 号）を公表した。こ

の基準書によると、借手はほとんどのリースについて資産及び負債を貸借対照表に認識することに

なり、財政状態や業績に広範な影響が生じる可能性があるため、IFRS 第 16 号適用の影響を利害

関係者に対して丁寧に説明する必要がある。IFRS 第 16 号を適用する際には、リースを識別し会計

処理するための新たなプロセスや内部統制を設定するか、もしくは既存のプロセスや内部統制を修

正することが求められる。 

特に IAS 第 17 号「リース」（IAS 第 17 号）では、オペレーティング・リースに関する資産や負債の貸

借対照表上の認識を借手に求めていなかったため、IAS 第 17 号に基づく会計処理は財務諸表の

利用者のニーズに応えられていないとの批判が寄せられていた。しかし、IFRS 第 16 号では、借手

にあってもほとんどのリースがオンバランスされ、さらに基準により改善された開示を借手に求めて

おり、そうした批判を払拭することが意図されている。IASB は、借手の資産と負債をより忠実に描写

し、さらに借手が負っている財務上の義務とリース活動をより透明性をもって示すことになると考え

ている。 

開示の目的は、財務諸表の利用者が「リースが借手の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フロー

に及ぼす影響を評価できるようにする」情報を財務諸表に開示することである。この目的を達成する

ためには、リース契約により創出される資産、負債、費用及びキャッシュ・フローを開示する必要が

ある 1。 

本稿は、貸手の表示及び開示、及び IFRS 第 16 号を適用する前の IAS 第 8 号「会計方針、会計上

の見積りの変更及び誤謬」に定められる開示については取り扱っていない。 

IFRS 第 16 号の開示目的を達するにはどの程度の詳細さが求められるか、又は各規定にどの程度

重点を置くべきかを検討する必要がある。さらに、あまり重要とはいえない詳細な記述を大量に行う、

又は実質的に異なる特性をもつ項目を集約することにより、有用な情報が覆い隠されることがない

ようにする必要がある。 

弊社のコメント 

自社の開示が、「リースが借手の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響を財

務諸表の利用者が評価できるようにする」という開示目的を達成しているかどうかを確認する必

要がある。 

本稿は、IFRS 第 16 号への移行時、及びその後の継続開示において、借手に関する新たな表示と

開示の定めがどのように適用されることになるかを要約している。また、IFRS 第 16 号を早期適用し

ている企業の実例を用いて、IFRS 第 16 号が求める情報を開示する際に参考となりうる様式も例示

している。 

本稿に掲載している財務諸表からの開示例の抜粋は、開示内容の例示を目的としている。したがっ

て、IFRS への準拠や、対象となる資本市場のルールなど、その他の規定への準拠性に関するレ

ビューは行っていない。また、本稿は蓄積されつつある開示実務を紹介するものであって、本稿の

開示例が「ベスト・プラクティス」であることを意図するものではない。また、その開示内容を適切に理

解するため、財務諸表に記載されているその他の情報も併せて参照されたい。 

本稿はまた、弊社の刊行物「Applying IFRS 新たなリース基準」を補完するものであるため、こちら

も併せても参照されたい。 

本稿における弊社の見解は、IFRS 第 16 号の適用が進み、さらなる問題点が顕在化した場合に変

わる可能性があることに留意されたい。また、例示における弊社の結論も、見解が変わればそれに

応じて変わることになる。前提となる事実や状況が異なれば、一見類似している状況であったとして

も例示における結論とは結論が異なりうる。リースの会計処理に関する弊社のその他の刊行物も、

私どもグローバル・ファームのウェブサイト（ey.com/IFRS）で入手できるため、こちらも参照されたい。 

                                                                  

1 IFRS 第 16 号 51 項 
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2. 現行のIFRSからの変更点 

2.1 表示 

IAS 第 17 号は、財務諸表における使用権資産とリース負債の表示に関して具体的に定めていな

い。つまり借手は表示に関し、IAS 第 1 号「財務諸表の表示」と IAS 第 7 号「キャッシュ・フロー計算

書」の一般的ガイダンスに従っていた。一方で IFRS 第 16 号は、使用権資産とリース負債、そしてそ

れらが業績やキャッシュ・フローに及ぼす影響を財務諸表にどのように表示すべきかについて具体

的に定めている。 

2.1.1 貸借対照表 

IFRS 第 16 号は、以下を貸借対照表に表示、又は注記において開示することを求めている。 

（a） 使用権資産を他の資産とは区別して表示する。借手が使用権資産を貸借対照表に独立表示

しない場合、借手は以下を行う。 

（i） 原資産を所有していたとした場合にそれが表示されるはずの科目と同じ科目に使用権資

産を含める。 

（ii） 貸借対照表のどの表示科目に使用権資産が含まれているかを開示する。 

（b） リース負債を他の負債とは区別して表示する。借手がリース負債を貸借対照表に独立表示し

ない場合、貸借対照表のどの表示科目にリース負債が含まれているかを開示する 2。 

ただし、投資不動産の定義に該当する使用権資産は、貸借対照表に投資不動産として表示する 3。 

2.1.2 純損益及びその他の包括利益計算書 

リース負債から生じる利息費用及び使用権資産に関する減価償却費は、借手の純損益及びその他

の包括利益計算書に別個に表示する。リース負債から生じる利息費用は、金融コストの一要素であ

り、IAS 第 1 号に従って、純損益及びその他の包括利益計算書に別個に表示する 4。 

2.1.3 キャッシュ・フロー計算書 

キャッシュ・フロー計算書では、借手は、リース負債のうち元本部分の返済を財務活動から生じる

キャッシュ・フローに分類する。リース負債のうち利息部分の支払いは、支払利息に関する IAS 第 7

号の定めを適用して分類する。さらにリース負債の測定に含まれない短期リースのリース料、少額

資産のリース料及び変動リース料は、営業活動から生じるキャッシュ・フローに分類する 5。 

  

                                                                  

2  IFRS 第 16 号 47 項 
3  IFRS 第 16 項 48 項 
4  IFRS 第 16 号 49 項及び IAS 第 1 号 82 項（b） 
5  IFRS 第 16 号 50 項 
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2.2 借手による開示 

IFRS 第 16 号の借手による開示は、IAS 第 17 号と比べると改善している。特に、基準開発時の

フィードバックにより、以下が織り込まれている。 

• IFRS第16号に全体的な開示目的を盛り込む 

• 使用権資産、リースに関する費用及びキャッシュ・フローに関する定量的情報の開示を借手

に求める 

• 全体的な開示目的を達成するために必要な追加情報の開示を借手に求め、また、追加開示

が満たすべき利用者の情報ニーズの一覧を付すことでこの定めを補完している6 

2.2.1 定量的情報 

最初のセクションは、財務諸表の利用者の情報ニーズを満たすために、（重要性があれば）借手が

開示すべき情報である。これらの開示の定めは、財務諸表の利用者が自身の分析にとって非常に

有用であると判断し、したがってすべての重要なリース・ポートフォリオに関し入手したいと考えてい

る情報に関するものである 7。 

以下の表は、借手の開示における変更点の一部を示している。 

IFRS 第 16 号の開示 
IAS 第 17 号及び 
その他の IFRS における開示 変更内容 

リース関連の費用（すなわち、減価償

却費、リース負債に係る金利費用、

リース負債の測定に含まれない短期

リース及び少額資産のリース費用、変

動リースに係る費用）（IFRS 第 16 号

53 項（a）から（e）） 

IAS第16号「有形固定資産」（IAS第

16 号 73 項）及び IFRS 第 7 号「金

融商品：開示」（IFRS 第 7 号 20 項）

の一般的定め 

修正 

使用権資産のサブリースからの収益

（IFRS 第 16 号 53 項（f）） 

IAS 第 17 号では求められていない 新規 

リースに係るキャッシュ・アウトフロー

合計 

（IFRS 第 16 号 53 項（g）） 

IAS 第 7 号でも求められている（IAS

第 7 号 17 項） 

変更なし 

使用権資産の増加 

（IFRS 第 16 号 53 項（h）） 

IAS 第 16 号の一般的定め（IAS 第

16 号 73 項） 

修正 

セール・アンド・リースバック取引から

生じる利得又は損失 

（IFRS 第 16 号 53 項（i）） 

IAS 第 17 号では求められていない 新規 

原資産のクラスごとに分けた使用権資

産の帳簿価額 

（IFRS 第 16 号 53 項（j）） 

IAS 第 7 号でも求められている（IAS

第 7 号 31 項） 

変更なし 

短期リースに係る約定（IFRS 第 16 号

55 項）8 

該当なし 新規 

リース負債の満期分析（IFRS 第 16 号

58 項） 

IFRS 第 7 号の一般的定め 修正 

IFRS 第 16 号は、これらについて表形式での開示を求めている。ただし、他の様式の方がより適切

な場合はこの限りではない。開示される金額には、当期に借手が別の資産の帳簿価額に含めたコ

ストも含まれる（例：棚卸資産や有形固定資産の取得原価に含めたリース費用）9。 

  

                                                                  

6  IFRS 第 16 号 BC213-214 項 
7  IFRS 第 16 号 BC217 項 
8  報告期間の末日時点で約定される短期リースのポートフォリオが、53 項（c）を適用して開示される短期リース費用

が関係する短期リースのポートフォリオに類似しない場合にのみ、この開示は求められる。 
9  IFRS 第 16 号 54 項 
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2.2.2 企業固有の追加情報 

多くのリースが、変動リース料、解約オプション、延長オプション及び残価保証をはじめとする複雑な

特徴を備えている。これらのリースの特徴は多くの場合、契約当事者を取り巻く個々の状況に応じ

て決定され、場合によっては特に複雑になることや、その契約に特有なものになる 10。 

このような特徴に関し、IFRS 第 16 号では、開示目的を満たすために必要であり、財務諸表の他の

箇所で開示されていない重要な企業特有の情報を開示することが求められている。IFRS 第 16 号

（適用ガイダンス中の設例を含む 11）は、追加開示が満たすべき財務諸表利用者の情報ニーズの

一覧を提供することでこの定めを補完している 12。 

以下の表は、財務諸表利用者の情報ニーズの概要を示している。 

IFRS 第 16 号の開示 
IAS 第 17 号及び 
その他の IFRS 上の開示 変更内容 

リース活動の内容 

（IFRS 第 16 号 59 項（a）） 

IAS 第 17 号でも求められている

（IAS 第 17 号 31 項及び 35 項） 

変更なし 

借手が潜在的に晒されている将来

キャッシュ・アウトフローのうち、リース

負債の測定に反映されていないもの。

これには、以下から生じるエクスポー

ジャーが含まれる。 

  

• 変動リース料（IFRS 第 16 号 59

項（b）（i）） 

限定的ではあるものの、IAS第17号

に開示の定めがある（IAS 第 17 号

31 項及び 35 項） 

修正 

• 延長オプション及び解約オプショ

ン（IFRS 第 16 号 59 項（b）（ii）） 

修正 

• 残価保証（IFRS 第 16 号 59 項

（b）（iii）） 

新規 

• 借手が契約しているがいまだ開

始していないリース（IFRS 第 16

号 59 項（b）（iv）） 

新規 

リースにより課される制限又は特約 

（IFRS 第 16 号 59 項（c）） 

限定的ではあるものの、IAS第17号

に開示の定めがある（IAS 第 17 号

31 項及び 35 項） 

修正 

セール・アンド・リースバック取引（IFRS

第 16 号 59 項（d）） 

IAS 第 17 号でも求められている

（IAS 第 17 号 65 項） 

修正 

さらに IFRS 第 16 号は、適用されうる他の IFRS の開示にも言及している。使用権資産が投資不動

産の定義を満たす場合、借手は IAS 第 40 号「投資不動産」の開示の定めを適用し、IFRS 第 16 号

53 項（a）、（f）、（f）又は（j）が求める開示は不要となる 13。さらに、IAS 第 16 号を適用して使用権

資産に再評価モデルを適用する借手は、その使用権資産について IAS 第 16 号 77 項が求める情

報を開示する 14。 

  

                                                                  

10  IFRS 第 16 号 BC224 項 
11  IFRS 第 16 号 IE9 
12  IFRS 第 16 号 BC225 項 
13  IFRS 第 16 号 56 項 
14  IFRS 第 16 号 57 項 
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2.2.3 IAS第1号における開示の定め 

IFRS 第 16 号が定める開示以外にも、以下を開示する必要がある。 

• 重要な会計方針（財務諸表を作成する際の測定基礎） 

• 財務諸表の理解に資するその他の会計方針 

• 財務諸表に認識される金額に重要な影響を及ぼす会計方針を適用する過程で経営者が行っ

た判断15 

また、報告期間末時点の将来に関する仮定及び見積りの不確実性の他の主要な発生要因のうち、

翌事業年度に資産や負債の帳簿価額を大きく修正する重要なリスクのあるものに関する情報も開

示する 16。これらの開示の実例は、セクション 4.3 を参照されたい。 

                                                                  

15  IAS 第 1 号 117 項及び 122 項 
16  IAS 第 1 号 125 項 
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3. 基本財務諸表における表示 

3.1 貸借対照表 

3.1.1 流動と非流動の区別 

使用権資産及びリース負債は、流動性基準により貸借対照表を表示する場合を除いて、流動又は

非流動に区別して貸借対照表に表示する必要がある。この区別に関するガイダンスは IFRS 第 16

号には定められていないため、IAS 第 1 号の定めを検討する。 

流動と非流動の区別は、営業循環期間の長さに拠る。IAS 第 1 号は、「営業循環期間とは、加工に

向けて資産を取得し、それが現金又は現金同等物として実現するまでの期間をいう。しかし、正常

営業循環期間が明確に識別できない場合には、その期間は 12 ヵ月と想定する」としている 17。IAS

第 1 号は、営業循環期間が「明確に識別可能かどうか」を判断する方法についてはガイダンスを提

供していない。企業によっては、財を生産する、又はサービスを提供するために必要とされる時間が

契約ごとに著しく異なる場合があり、どのような期間がその企業の正常営業循環期間であるのかを

判別することが困難になる。したがって、経営者はすべての事実と状況に照らして、営業循環期間

が明確に識別可能であると考えることが適切か、それともデフォルトの 12 ヵ月を用いるべきかを判

断する必要がある。 

実際の開示例: Play Communications 社 

Play Communications 社は、2016 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用し

ている。同社は移行にあたり完全遡及適用アプローチを用いている。開示例中の金額はポーランド

通貨ポーランド・ズロチ建てであり、その単位は 100 万ポーランド・ズロチである。同社は貸借対照

表上、使用権資産を区別して表示しており、またリース負債は短期金融負債と長期金融負債に含め

て表示している。 

  

                                                                  

17  IAS 第 1 号 68 項 
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Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 
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Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 

Statement of Financial Position 
 

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni- 

cations 
network and 

equipment 
Right-of-Use: 

Motor vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 

Cost        

As at January 1, 2017 132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 

Additions 39,143 217,493 - 5,980 - 27 262,643 

Asset retirement obligation - 10,145 - - - - 10,145 

Transfers and reclassifications （7,513） 7,513 （17,236） - 7,483 - （9,753） 

Disposals （706） （39,701） （2,289） （7,041） （6,155） - （55,892） 

As at December 31, 2017 163,454 1,369,463 63,000 72,995 27,095 745 1,696,752 

Accumulated depreciation        

As at January 1, 2017 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 

Charge 10,816 103,270 14,337 9,553 7,437 13 145,426 

Charge from asset retirement 

obligation 

- 2,602 - - - - 2,602 

Transfers and reclassifications （377） 377 （17,345） - - - （17,345） 

Disposals （134） （20,608） （2,276） （4,756） （6,124） - （33,898） 

As at December 31, 2017 54,829 658,115 53,432 59,315 14,516 678 840,885 

Net book value as at  

December 31, 2017 
108,625 711,348 9,568 13,680 12,579 67 855,867 

 
The cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN nil for the year ended December 31, 2017. There 

were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. The expenses relating to leases for which 

the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 （leases with the contract term of less than 12 months） amounted to 

PLN 10,126 thousand for the year ended December 31, 2017. 
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Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 

Statement of Financial Position 

 

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni- 

cations 
network and 

equipment 
Right-of-Use: 

Motor vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 

Cost        

As at January 1, 2016 113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331 

Additions 20,460 121,489 - 4,112 - - 146,061 

Asset retirement obligation - （88） - - - - （88） 

Transfers and reclassifications - - 4,426 （9,827） 6,735 718 2,052 

Disposals （1,304） （51,913） （11,017） （12,448） （7,065） - （83,747） 

As at December 31, 2016 132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 

Accumulated depreciation        

As at January 1, 2016 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407 

Charge 9,495 97,270 21,019 10,661 7,164 56 145,665 

Charge from asset retirement 

obligation 

- 2,242 - - - - 2,242 

Transfers and reclassifications - - 3,866 （6,631） （296） 609 （2,452） 

Disposals （846） （28,684） （10,990） （11,193） （7,049） - （58,762） 

As at December 31, 2016 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 

Net book value as at  

December 31, 2016 
88,006 601,539 23,809 19,538 12,564 53 745,509 

 

In the year ended December 31, 2016 the cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN 3,810 

thousand. 

There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. 

The costs relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 （leases with the contract term 

of less than 12 months） amounted to PLN 10,128 thousand in the year ended December 31, 2016. 
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Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 

Statement of Financial Position 

 

Right-of-Use: 
Land 

Right-of-Use: 
Buildings 

Right-of-Use: 
IT equipment 

Right-of-Use: 
Telecommuni- 

cations 
network and 

equipment 
Right-of-Use: 

Motor vehicles 
Right-of-Use: 

Other 
Right-of-Use: 

Total 

Cost        

As at January 1, 2015 98,159 973,753 63,478 106,064 27,121 - 1,268,575 

Additions 15,432 143,641 - 6,976 - - 166,049 

Asset retirement obligation - 6,224 - - - - 6,224 

Transfers and reclassifications - （364） 25,668 31 7,770 - 33,105 

Disposals （217） （18,729） （30） （20,852） （8,794） - （48,622） 

As at December 31, 2015 113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331 

Accumulated depreciation        

As at January 1, 2015 27,382 418,451 25,359 62,839 15,231 - 549,262 

Charge 8,493 94,870 19,038 19,545 6,899 - 148,845 

Charge from asset retirement 

obligation 
- 1,923 - - - - 1,923 

Transfers and reclassifications - （95） 454 - - - 359 

Disposals - （13,503） （30） （20,703） （8,746） - （42,982） 

As at December 31, 2015 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407 

Net book value as at  

December 31, 2015 
77,499 602,879 44,295 30,538 12,713 - 767,924 

 

The cost relating to variable lease payments that do not depend on an index or a rate amounted to PLN 3,175 thousand in the year ended December 31, 

2015. 

There were no leases with residual value guarantees or leases not yet commenced to which the Group is committed. 

 

The costs relating to leases for which the Group applied the practical expedient described in paragraph 5a of the IFRS 16 （leases with the contract term 

of less than 12 months） amounted to PLN 11,888 thousand in the year ended December 31, 2015. 
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Practical example 3.1: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 

Statement of Financial Position 

 
December 31, 

2017 
December 31, 

2016 
December 31, 

2015 

Long-term lease liabilities    

Telecommunications sites 660,308 564,680 536,813 

Points of sale 54,257 33,390 35,657 

Dark fiber optic cable 6,322 10,581 16,475 

Collocation centers 11,797 16,931 20,163 

Offices and warehouse 22,173 29,813 33,967 

IT equipment and 
telecommunications equipment 

2,723 9,803 15,300 

Motor vehicles 4,634 4,437 5,011 

 762,214 669,635 663,386 

 
Short-term lease liabilities 

   

Telecommunications sites 119,386 109,607 108,415 

Points of sale 28,932 22,290 24,914 

Dark fiber optic cable 7,484 9,162 9,992 

Collocation centers 5,785 6,234 5,690 

Offices and warehouse 10,705 4,766 7,617 

IT equipment and 
telecommunications equipment 

9,616 15,136 16,128 

Motor vehicles 4,694 5,884 5,255 

 186,602 173,079 178,011 

 948,816 842,714 841,397 

 

For future payments payable under leases which are in place at the reporting date, please 

see Note 2.27.4. 
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以下は、仮訳である。 

開示例 3.1： 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 
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開示例 3.1： 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 

貸借対照表 

 

使用権： 

土地 

使用権： 

建物 

使用権： 

情報通信設備 

使用権： 

電気通信網 

及び設備 

使用権： 

自動車 

使用権： 

その他 

使用権： 

合計 

取得原価        

2017 年 1 月 1 日現在 132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 

取得 39,143 217,493 - 5,980 - 27 262,643 

資産除去債務 - 10,145 - - - - 10,145 

振替及び再分類 （7,513） 7,513 （17,236） - 7,483 - （9,753） 

処分 （706） （39,701） （2,289） （7,041） （6,155） - （55,892） 

2017 年 12 月 31 日現在 163,454 1,369,463 63,000 72,995 27,095 745 1,696,752 

減価償却累計額        

2017 年 1 月 1 日現在 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 

減価償却費 10,816 103,270 14,337 9,553 7,437 13 145,426 

資産除去債務から生じる費用 - 2,602 - - - - 2,602 

振替及び再分類 （377） 377 （17,345） - - - （17,345） 

処分 （134） （20,608） （2,276） （4,756） （6,124） - （33,898） 

2017 年 12 月 31 日現在 54,829 658,115 53,432 59,315 14,516 678 840,885 

2017 年 12 月 31 日現在の 

正味帳簿価額 
108,625 711,348 9,568 13,680 12,579 67 855,867 

 
2017 年 12 月 31 日に終了する年度における、指数又はレートに応じて決まることのない変動リース料に係る費用は、ゼロポーランド・ズロチである。残

価保証が付いたリース又は約定しているが未だ開始されていないリースはない。また、2017 年 12 月 31 日に終了する年度における、IFRS 第 16 号 5 項

（a）が定める実務上の便法を適用したリース（契約期間が 12 ヵ月以内のリース）に係る費用は、10,126 千ポーランド・ズロチである。 
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開示例 3.1： 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 

貸借対照表 

 

使用権： 

土地 

使用権： 

建物 

使用権： 

情報通信設備 

使用権： 

電気通信網 

及び設備 

使用権： 

自動車 

使用権： 

その他 

使用権： 

合計 

取得原価        

2016 年 1 月 1 日現在 113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331 

取得 20,460 121,489 - 4,112 - - 146,061 

資産除去債務 - （88） - - - - （88） 

振替及び再分類 - - 4,426 （9,827） 6,735 718 2,052 

処分 （1,304） （51,913） （11,017） （12,448） （7,065） - （83,747） 

2016 年 12 月 31 日現在 132,530 1,174,013 82,525 74,056 25,767 718 1,489,609 

減価償却累計額        

2016 年 1 月 1 日現在 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407 

減価償却費 9,495 97,270 21,019 10,661 7,164 56 145,665 

資産除去債務から生じる費用 - 2,242 - - - - 2,242 

振替及び再分類 - - 3,866 （6,631） （296） 609 （2,452） 

処分 （846） （28,684） （10,990） （11,193） （7,049） - （58,762） 

2016 年 12 月 31 日現在 44,524 572,474 58,716 54,518 13,203 665 744,100 

2016 年 12 月 31 日現在の 

正味帳簿価額 
88,006 601,539 23,809 19,538 12,564 53 745,509 

 

2016年 12月 31日に終了する年度における、指数又はレートに応じて決まることのない変動リースに係る費用は 3,810千ポーランド・ズロチである。 

 

残価保証が付いたリース又は約定しているが未だ開始していないリースはない。 

 

また、2016年 12月 31日に終了する年度における、IFRS第 16号 5項（a）が定める実務上の便法を適用したリース（契約期間が 12ヵ月以内のリース）に係る費用

は、10,128千ポーランド・ズロチである。 
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開示例 3.1： 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 

貸借対照表 

 

使用権： 

土地 

使用権： 

建物 

使用権： 

情報通信設備 

使用権： 

電気通信網 

及び設備 

使用権： 

自動車 

使用権： 

その他 

使用権： 

合計 

取得原価        

2015 年 1 月 1 日現在 98,159 973,753 63,478 106,064 27,121 - 1,268,575 

取得 15,432 143,641 - 6,976 - - 166,049 

資産除去債務 - 6,224 - - - - 6,224 

振替及び再分類 - （364） 25,668 31 7,770 - 33,105 

処分 （217） （18,729） （30） （20,852） （8,794） - （48,622） 

2015 年 12 月 31 日現在 113,374 1,104,525 89,116 92,219 26,097 - 1,425,331 

減価償却累計額        

2015 年 1 月 1 日現在 27,382 418,451 25,359 62,839 15,231 - 549,262 

減価償却費 8,493 94,870 19,038 19,545 6,899 - 148,845 

資産除去債務から生じる費用 - 1,923 - - - - 1,923 

振替及び再分類 - （95） 454 - - - 359 

処分 - （13,503） （30） （20,703） （8,746） - （42,982） 

2015 年 12 月 31 日現在 35,875 501,646 44,821 61,681 13,384 - 657,407 

2015 年 12 月 31 日現在の 

正味帳簿価額 
77,499 602,879 44,295 30,538 12,713 - 767,924 

 

2015 年 12 月 31 日に終了する年度における、指数又はレートに応じて決まることのない変動リース料に係る費用は 3,175 千ポーランド・ズロチである。 

 

残価保証が付いたリース又は約定しているが未だ開始していないリースはない。 

 

2015 年 12 月 31 日に終了する年度における、IFRS 第 16 号 5 項（a）が定める実務上の便法を適用したリース（契約期間が 12 ヵ月以内のリース）に係る費用は、

11,888 千ポーランド・ズロチである。 
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開示例 3.1： 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 

貸借対照表 

 
2017 年 

12 月 31 日 

2016 年 

12 月 31 日 

2015 年 

12 月 31 日 

長期リース負債    

電気通信拠点 660,308 564,680 536,813 

販売拠点 54,257 33,390 35,657 

ダーク・光ファイバーケーブル 6,322 10,581 16,475 

コロケーション・センター 11,797 16,931 20,163 

事務所及び倉庫 22,173 29,813 33,967 

情報通信設備及び 

電気通信設備 
2,723 9,803 15,300 

自動車 4,634 4,437 5,011 

 762,214 669,635 663,386 

 

短期リース負債 
   

電気通信拠点 119,386 109,607 108,415 

販売拠点 28,932 22,290 24,914 

ダーク・光ファイバーケーブル 7,484 9,162 9,992 

コロケーション・センター 5,785 6,234 5,690 

事務所及び倉庫 10,705 4,766 7,617 

情報通信設備及び 

電気通信設備 
9,616 15,136 16,128 

自動車 4,694 5,884 5,255 

 186,602 173,079 178,011 

 948,816 842,714 841,397 

 

報告日時点で設置されているリースに従って将来支払うリース料については、注 2.27.4 を参照

されたい。 
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4. 財務諸表の注記における開示 

4.1 定量的情報 

IAS 第 16 号からの抜粋 

53 借手は、報告期間についての下記の金額を開示しなければならない。 

（a） 使用権資産の減価償却費（原資産のクラス別に） 

（b） リース負債に係る金利費用 

（c） 第 6 項を適用して会計処理した短期リースに係る費用。この費用にはリース期間が 1 か月

以下のリースに係る費用を含める必要はない。 

（d） 第 6 項を適用して会計処理した少額資産のリースに係る費用。この費用には第 53 項（c）
に含まれている少額資産の短期リースに係る費用を含めてはならない。 

（e） リース負債の測定に含めていない変動リース料に係る費用 

（f） 使用権資産のサブリースによる収益 

（g） リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額 

（h） 使用権資産の増加 

（i） セール・アンド・リースバック取引から生じた利得又は損失 

（j） 報告期間の末日現在の使用権資産の帳簿価額（原資産のクラス別に） 

54 借手は、第 53 項で定めている開示を表形式で提供しなければならない。ただし、別の様式

の方が適切である場合は除く。開示する金額には、借手が当報告期間中に他の資産の帳

簿価額に含めたコストを含めなければならない。 

55 借手は、報告期間末で契約済みの短期リースのポートフォリオが、第 53 項（c）を適用して

開示した短期リース費用が関連している短期リースのポートフォリオと異質である場合に

は、第 6 項を適用して会計処理した短期リースに係るリース約定の金額を開示しなければ

ならない。 

56 使用権資産が投資不動産の定義を満たしている場合には、借手は IAS 第 40 号の開示要

求を適用しなければならない。その場合、借手は当該使用権資産について第 53 項の（a）、

（f）、（h）又は（j）の開示を提供することを要求されない。 

57 借手が使用権資産を IAS 第 16 号を適用して再評価額で測定している場合には、借手は、

当該使用権資産について IAS 第 16 号の第 77 項で要求している情報を開示しなければな

らない。 

58 借手は、リース負債の満期分析を、他の金融負債の満期分析とは区分して、IFRS 第 7 号

「金融商品：開示」の第 39 項及び B11 項を適用して開示しなければならない。 

 

実際の開示例: Deutsche Post DHL グループ 

Deutsche Post DHL グループは、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適

用している。同グループは移行にあたり修正遡及適用アプローチを適用している。開示例における

金額はユーロ建てであり、単位は 100 万ユーロである。 

同グループは、2018 年 3 月 31 日現在の要約連結期中財務諸表において、開示項目の性質（す

なわち、資産、資本、負債及び損益計算書）を基に表形式で定量的開示を行っている。 
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Practical example 4.1a: 

DEUTSCHE POST DHL GROUP （Q1, 2018） 
GERMANY 
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Practical example 4.1a: 

DEUTSCHE POST DHL GROUP （Q1, 2018） 
GERMANY 
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以下は、仮訳である。 

開示例 4.1a 

DEUTSCHE POST DHL グループ（2018 年第 1 四半期） 
ドイツ 
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開示例 4.1a 

DEUTSCHE POST DHL グループ（2018 年第 1 四半期） 
ドイツ 

 

 

実際の開示例: ERM Power 社 

ERM Power 社は、2016 年 7 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用している。同社

は移行にあたり修正遡及適用アプローチを用いている。開示例における金額は豪ドル建てであり、

その単位は千豪ドルである。同社は、リース負債の満期分析をその他の金融負債の満期分析とは

分けて開示している。 

Practical example 4.1b: 

ERM POWER LIMITED （2018） 
AUSTRALIA 
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Practical example 4.1b: 

ERM POWER LIMITED （2018） 
AUSTRALIA 

 

 

以下は、仮訳である。 

開示例 4.1b: 

ERM POWER 社（2018 年） 
オーストラリア 
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開示例 4.1b: 

ERM POWER 社（2018 年） 
オーストラリア 
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4.2 企業特有の追加情報 

IAS 第 16 号からの抜粋 

59 第 53 項から第 58 項で要求している開示に加えて、借手は、自らのリース活動について第

51 項の開示目的を満たすために必要な追加の定性的情報及び定量的情報（B48 項に記

述）を開示しなければならない。この追加的な情報には、財務諸表利用者が下記のことを評

価するのに役立つ情報が含まれる場合があるが、これらに限らない。 

（a） 借手のリース活動の性質 

（b） 借手が潜在的に晒されている将来キャッシュ・アウトフローのうちリース負債の測定に反映

されていないもの。これには、下記から生じるエクスポージャーが含まれる。 

（i） 変動リース料（B49 項に記述） 

（ii） 延長オプション及び解約オプション（B50 項に記述） 

（iii） 残価保証（B51 項に記述） 

（iv） 借手が契約しているがまだ開始していないリース 

（c） リースにより課されている制限又は特約 

（d） セール・アンド・リースバック取引（B52 項に記述） 

60 短期リース又は少額資産のリースを第 6 項を適用して会計処理している借手は、その旨を

開示しなければならない。 

 

実際の開示例: Play Communications 社 

Play Communications 社は、リースの対象となる原資産のタイプ、主要なリース条件、延長及び解

約オプション及びインデックスに基づいた変動リース料に関する情報を開示している。 

Practical example 4.2: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 
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以下は、仮訳である。 

開示例 4.2: 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 

 

 

4.3 IAS第1号に定められるその他の開示 

IAS 第 1 号は、以下の開示を特に求めている。 

• 重要な会計方針 

• 会計方針を適用する過程で経営者が行った判断 

• 報告期間の末日における、将来に関する仮定及び見積りの不確実性の他の主要な発生要因 

IAS第1号が求める開示については、セクション2.2.3でも解説しているため、適宜、参照されたい。 

 

実際の開示例: Play Communications 社 

Play Communications 社は、リース期間及びリースの割引率を決定する際に同社が行った判断に

関する情報を開示している。 
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Practical example 4.3: 

PLAY COMMUNICATIONS S.A. （2017） 
LUXEMBOURG 
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以下は、仮訳である。 

開示例 4.3: 

Play Communications 社（2017 年） 
ルクセンブルグ 
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5. 移行時の開示 

本セクションにおいては、IFRS第16号移行時の開示規定の概要を説明する。借手は、完全遡及適

用アプローチ（セクション5.1）又は修正遡及適用アプローチ（セクション5.2）のいずれかにより IFRS

第 16 号を適用する。自身が借手であるすべてのリースに対して、選択した移行アプローチを一貫し

て適用しなければならない。また、早期適用企業はその旨を開示する。 

いずれのアプローチを適用した場合でも、適用開始日時点において契約が IFRS 第 16 号に定めら

れるリースであるか、又はリースを含んでいるかどうかの再評価の実施を免除する実務上の便法を

適用することができ、その場合には、IAS 第 17 号及び IFRIC 第 4 号「契約にリースが含まれている

か否かの判断」に従ってリースとして識別されていた契約に IFRS 第 16 号を適用することになる。さ

らに借手は、IAS 第 17 号及び IFRIC 第 4 号に従ってリースを含んでいないと判断された契約に対

して、IFRS 第 16 号を適用しないこともできる 18。 

5.1 完全遡及適用アプローチにおける開示 

完全遡及適用アプローチを選択する企業は、IAS 第 8 号に従って財務諸表に表示されているすべ

ての期間に IFRS 第 16 号を適用しなければならないが、適用開始日より前に締結されていたセー

ル・アンド・リースバック取引及び企業結合に関連して従前認識されていた金額については IFRS 第

16 号の経過措置を適用できる 19。 

完全遡及適用アプローチを適用する企業は、以下の表中の情報を開示しなければならないが、翌

期以降はこれらを再度開示する必要はない。 

開示の定め 

定性的情報 • 当該 IFRS の名称 

• 会計方針の変更が経過措置に従って行われた

旨（該当する場合） 

• 会計方針変更の内容 

• 経過措置の概要（該当する場合） 

• 将来の期間に影響を与える可能性のある経過

措置（該当する場合） 

• 遡及適用が、特定の過去の期間について又は

表示する期間よりも前の期間について、実務上

不可能である場合には、その状態に至った状

況、及び会計方針の変更がどのように、そして

いつから適用されているかの概要の記載 

IAS 第 8 号 28 項（a）

-（e）, （h） 

定性的情報 IFRS 第 16 号 C3 項の実務上の便法を選択する場

合には、その旨を開示する。 

IFRS 第 16 号 C4 項 

定量的情報 当期及び表示する過去の各期間について、実務上

可能な範囲で、次の事項に関する修正額 

• 影響を受ける財務諸表の各表示科目 

• IAS 第 33 号「1 株当たり利益」が適用される場

合、基本的及び希薄化後 1 株当たり利益 

IAS 第 8 号 28 項（f） 

 （実務上可能な範囲で）表示期間より前の期間に関

する修正額 

IAS 第 8 号 28 項（g） 

 

  

                                                                  

18  IFRS 第 16 号 C3 項 
19  IFRS 第 16 号 C16-19 項 



 November 2018  Presentation and disclosure requirements of IFRS 16 Leases 30 

また、最低限求められる比較財務諸表に加えて前期の期首時点の第 3 の貸借対照表を求める IAS

第 1 号の規定も考慮する必要がある。IAS 第 1 号は、以下の両方に該当する場合には、第 3 の貸

借対照表の表示を求めている 20。 

（a） 会計方針の遡及適用、財務諸表項目の遡及的修正再表示、又は財務諸表項目の組替えを

行う 

（b） その遡及適用、遡及的修正再表示又は組替えが、前期の期首時点の貸借対照表における

情報に重要な影響を及ぼす 

 

実際の開示例: Nestlé 社 

Nestlé 社は、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用している。同社は移

行にあたり完全遡及適用アプローチを用いている。開示例における金額はスイス・フラン建てであり、

単位は 100 万スイス・フランである。同社は、車両のリースに関しリース及び非リース要素を区分し

ておらず、また短期リース及び原資産（IT設備）が少額であるリースについて、IFRS 第 16 号の実務

上の便法を選択している。2018 年 6 月 30 日に終了する 6 ヵ月間の期中財務報告書において、

IFRS 第 16 号などの会計基準の変更を説明し、リースに関する新たな会計方針を開示している。加

えて、IFRS 第 16 号適用による調整額を、他の新たな会計基準の適用による影響額と区別したうえ

で、財務諸表の表示項目ごとに開示している。IFRS第 16号の定めを充足するのであれば、他の開

示アプローチも可能であろう。 

                                                                  

20  IAS 第 1 号 40A 項 
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Practical example 5.1a: 

Nestlé S.A. （2018, HY interim report） 
SWITZERLAND 
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Practical example 5.1a: 

Nestlé S.A. （2018, HY interim report） 
SWITZERLAND 
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Practical example 5.1a: 

Nestlé S.A. （2018, HY interim report） 
SWITZERLAND 
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Practical example 5.1a: 

Nestlé S.A. （2018, HY interim report） 
SWITZERLAND 
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以下は、仮訳である。 

開示例 5.1a: 

Nestle 社（2018 年半期報告書） 
スイス 
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開示例 5.1a: 

Nestle 社（2018 年半期報告書） 
スイス 
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開示例 5.1a: 

Nestle 社（2018 年半期報告書） 
スイス 
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開示例 5.1a: 

Nestle 社（2018 年半期報告書） 
スイス 
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実際の開示例: Air France-KLM グループ 

Air France-KLM グループは、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用し

ている。同グループは移行にあたり完全遡及適用アプローチを用いている。開示例における金額は

ユーロ建てであり、単位は 100 万ユーロである。同グループは、短期リース及び原資産が少額であ

るリースについて、IFRS 第 16 号の実務上の便法を選択している。2018 年 3 月 31 日に終了する

第 1 四半期報告書で、同グループは、IFRS 第 16 号などの会計基準の変更を説明し、リースに関

する新たな会計方針を開示している。さらに、IFRS 第 16 号適用による調整額を、他の新たな会計

基準の適用による影響額と区別したうえで、財務諸表の表示項目ごとに開示している。IFRS 第 16

号の定めを充足するのであれば、他の開示アプローチも可能であろう。 

Practical example 5.1b: 

AIR FRANCE – KLM GROUP （2018, Q1 interim report） 
FRANCE 
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Practical example 5.1b: 

AIR FRANCE – KLM GROUP （2018, Q1 interim report） 
FRANCE 
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Practical example 5.1b: 

AIR FRANCE – KLM GROUP （2018, Q1 interim report） 
FRANCE 
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以下は、仮訳である。 

開示例 5.1b: 

Air France－KLM グループ（2018 年第 1 四半期期中報告） 
フランス 
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開示例 5.1b: 

Air France－KLM グループ（2018 年第 1 四半期期中報告） 
フランス 
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開示例 5.1b: 

Air France－KLM グループ（2018 年第 1 四半期期中報告） 
フランス 
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5.2 修正遡及適用アプローチにおける開示 

修正遡及適用アプローチを適用する場合、借手は比較数値を修正再表示する必要はないが、IFRS

第 16 号を初めて適用することにより生じる累積的な影響について、適用開始日時点（例えば暦年

決算の企業は、2019 年 1 月 1 日）の利益剰余金（適切な場合には資本のその他の構成要素）を

調整する。修正遡及適用アプローチを適用する場合、下記表における開示が求められる。 

開示の定め 

定性的情報 • 当該 IFRS の名称 

• 会計方針の変更が経過措置に従って行わ

れた旨（該当する場合） 

• 会計方針変更の内容 

• 経過措置の概要（該当する場合） 

• 将来の期間に影響を与える可能性のある

経過措置（該当する場合） 

• 遡及適用が、特定の過去の期間について

又は表示する期間よりも前の期間につい

て、実務上不可能である場合には、その状

態に至った状況、及び会計方針の変更がど

のように、そしていつから適用されているか

の概要の記載 

IAS 第 8 号 28 項（a）-

（e）, （h） 

定性的情報 IFRS 第 16 号 C10 項の実務上の便法を使用す

る場合には、その旨を開示する。 

IFRS 第 16 号 C10 項に従って、修正遡及適用ア

プローチにより IFRS 第 16 号を適用する場合、

以下の実務上の便法のうち 1 つ又は複数を適用

することができる。 

• その特性が合理的に類似するリースのポー

トフォリオに単一の割引率を適用すること 

• 減損レビューの代替として、IAS第37号「引

当金、偶発負債及び偶発資産」に従って適

用開始日直前においてリースが不利である

かの評価結果に依拠すること 

• 適用開始日から 12 ヵ月以内にリース期間

が終了するリースについて、IFRS 第 16 号

の短期リースの会計処理を適用すること 

• 当初直接コストを適用開始日現在の使用権

資産の測定から除外すること 

• 契約に延長又は解約するオプションが含ま

れている状況においてリース期間を算定す

る際などに、後知恵を使用すること 

IFRS 第 16 号 C13 項 

IFRS 第 16 号 C10 項 

定量的情報 以下を開示する。 

• 適用開始日現在の貸借対照表で認識され

ているリース負債に適用される借手の追加

借入利子率の加重平均 

• 以下の差額の説明 

• 適用開始日直前の事業年度末日にお

いて IAS 第 17 号に従って開示したオ

ペレーティング・リース約定（適用開始

日現在の追加利子率で割引後） 

• 適用開始日現在の貸借対照表で認識

されているリース負債 

IFRS 第 16 号 C12 項 
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開示の定め 

定量的情報 （実務上可能な範囲で）表示期間より前の期間に

関する修正額 

IAS 第 8 号 28（g）項 

 

実際の開示例: Deutsche Post DHL グループ 

Deutsche Post DHL グループは、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適

用している。同グループは移行にあたり修正遡及適用アプローチを用いている。同グループはまた、

減損レビューの代替として、IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従って、適用開始日

直前にリースが不利であるかどうかを評価に依拠することを認める実務上の便法も選択している。

同グループはまた、適用開始日から 12 ヵ月以内にリース期間が終了するリースについて、短期

リースに関する実務上の便法も選択している。開示例における金額はユーロ建てであり、単位は

100 万ユーロである。 

Practical example 5.2a: 

Deutsche Post DHL Group （2018, Q1 interim report） 
GERMANY 
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Practical example 5.2a: 

Deutsche Post DHL Group （2018, Q1 interim report） 
GERMANY 

 

 

以下は、仮訳である。 

開示例 5.2a: 

Deutsche Post DHL グループ（2018 年第 1 四半期期中報告書） 
ドイツ 
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開示例 5.2a: 

Deutsche Post DHL グループ（2018 年第 1 四半期期中報告書） 
ドイツ 
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実際の開示例: ProSiebenSat.1 Media 社 

ProSiebenSat.1 Media 社は、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用し

ている。同社は移行にあたり修正遡及適用アプローチを用いており、また、契約が適用開始日時点

でリースであるか、またリースを含んでいるかの再評価の実施を免除する実務上の便法も選択して

いる。さらに、同社は、短期リース及び原資産が少額であるリースに関して、その認識を免除する規

定も適用している。開示例中の金額はユーロ建てであり、単位は 100 万ユーロである。 

Practical example 5.2b: 

ProSiebenSat.1 Media SE （2018, H1 interim report） 
GERMANY 
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Practical example 5.2b: 

ProSiebenSat.1 Media SE （2018, H1 interim report） 
GERMANY 

 

 

以下は、仮訳である。 

開示例 5.2b: 

ProSeibenSat.1 社 Media SE （2018 年半期報告書） 
ドイツ 
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開示例 5.2b: 

ProSeibenSat.1 社 Media SE （2018 年半期報告書） 
ドイツ 

 

 

実際の開示例: Uniper 社 

Uniper 社は、2018 年 1 月 1 日を適用開始日として IFRS 第 16 号を早期適用している。同社は、

移行にあたり修正遡及適用アプローチを適用しており、契約が適用開始日時点でリースであるか、

またリースを含んでいるかの再評価の実施を免除する実務上の便法も選択している。さらに、同社

は、短期リース及び原資産が少額であるリースに関して、その認識を免除する規定も適用している。

開示例中の金額はユーロ建てであり、単位は 100 万ユーロである。 

Practical example 5.2c: 

Uniper SE （2018, H1 interim report） 
GERMANY 
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Practical example 5.2c: 

Uniper SE （2018, H1 interim report） 
GERMANY 

 

 

以下は、仮訳である。 

開示例 5.2c: 

Uniper SE （2018 年半期報告書） 
ドイツ 
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開示例 5.2c: 

Uniper SE （2018 年半期報告書） 
ドイツ 

 

 

5.3 適用年度の期中財務諸表における移行に関する開示 

IAS 第 34 号「期中財務報告」は、会計方針の変更（要約期中財務諸表に含まれている過年度に対

する影響を含む）を開示することを求めている。さらに、IAS 第 34 号 16A 項（a）により、会計方針を

変更する場合、「変更の内容及び影響に関する説明」の開示が求められる。これらの定めは、定性

的開示（変更の内容、採用した移行アプローチ及び選択した実務上の便法など）及び定量的開示

（過年度への影響、又はオペレーティング・リースの期首現在の約定額と完全遡及適用アプローチ

又は修正遡及適用アプローチを適用した場合のリース負債の期首残高との調整表）をはじめとして、

セクション 5.1 と 5.2 で説明した開示の定めの多くで充足できるかもしれない。 

多くの場合、IAS 第 8 号の定めに従うことが適切といえる一方で、これらの定めを鑑み、また企業特

有の事実と状況によっては、要約期中財務諸表ではよりハイレベルな開示で十分かもしれない。し

かし、一部の証券規制当局が、新基準の影響について、より詳細な情報を開示すべきであると指摘

していることから、IFRS 第 16 号適用にあたっても留意が必要である。 

セクション 5.1 と 5.2 の実際の開示例は、期中財務諸表から抜粋したものであるため、これらを参

照されたい。 
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